
鴨川景観対策事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条 知事は、京都府鴨川条例（平成19年京都府条例第40号。以下「条例」という ）。

第３条第１項の規定により鴨川の良好な河川環境の保全及び快適な利用の確保を図るた
め、事業協同組合等が行う景観対策事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する
規則（昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という ）及びこの要綱の定めるとこ。
ろにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。
（１）鴨川 河川法（昭和39年法律第167号）第４条第１項の規定により一級河川淀川水

系鴨川に指定された河川をいう。
（２）対象室外機 冷暖房機の室外機で鴨川河川区域（鴨川に係る河川法第６条第１項に

規定する河川区域をいう。以下同じ ）から容易に見ることができるもののうち、次。
に掲げる区分に応じ、それぞれに定める室外機をいう。
ア 景観配慮要請区域（条例第15条第１項の規定により知事が定めた区域をいう。以

下同じ ）に設置されている室外機 河川法第24条の規定による占用許可を受けて。
設置されている室外機

イ 隣接地（景観配慮要請区域に隣接する土地をいう。以下同じ ）に定着した建築。
物に設置されている室外機 当該建築物の地階又は１階に設置されている室外機

ウ 隣接地に設置されている室外機 当該室外機
（３）景観対策事業 対象室外機の塗装、撤去若しくは鴨川河川区域から容易に見ること

ができない場所への移設又は対象室外機に対する木製若しくは金属製の目隠しの設置
によって良好な景観の形成を図る事業をいう。

（補助対象事業）
第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という ）は、景観対策。

事業で、次に掲げる法令等に抵触しないものとする。
（１）河川法
（２）京都市風致地区条例（昭和45年京都市条例第７号）
（３）京都市市街地景観整備条例（平成７年京都市条例第53号）
（４）京都市眺望景観創生条例（平成19年京都市条例第30号）
（５）知事が別に定める基準

（補助対象者）
第４条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号に掲げる室外機の区分に応じ、当該

各号に定める者がその構成員となっている中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181
号）に基づく事業協同組合、町内会、自治会その他の団体とする。

（１）隣接地に定着した建築物又は隣接地に設置された対象室外機 当該対象室外機が設
置されている建築物又は土地の所有者又は占有者

（２）景観配慮要請区域に設置されている対象室外機 当該設置に係る河川法第24条の規
定による占用許可を受けた者

（補助対象経費等）
第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という 、補助率及び。）

上限額は、別表に定めるとおりとする。
２ 補助金の交付は、建築物１棟につき１回とする。

（補助金の額）
第６条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費の区分ごとに補助対象経費に補助率を

乗じて得た額と上限額とを比較していずれか少ない額を合計した額を限度とする。
２ 補助対象経費から補助対象事業を行う建築物の数に１万円を乗じて得た額を減じた額

が、前項の規定により算出した額を下回るときは、補助金の額は、同項の規定にかかわ
らず、補助対象経費から補助対象事業を行う建築物の数に１万円を乗じて得た額を減じ
た額を限度とする。

３ 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。



（交付の申請）
第７条 規則第５条第１項に規定する申請書は、別記第１号様式によるものとする。

（変更の承認申請）
第８条 補助金の交付の決定を受けたものは、前条に規定する申請書に記載した事項を変

更しようとする場合は、あらかじめ別記第２号様式による変更承認申請書を知事に提出
し、その承認を受けなければならない。

（実績報告）
第９条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第３号様式によるものとし、補助事業

の完了した日から起算して１箇月を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年
度の４月10日のいずれか早い日までに提出するものとする。

（書類の経由）
第10条 この要綱に基づき知事に提出する書類の部数は１部とし、京都府京都土木事務所

の長を経由しなければならない。

（その他）
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年３月24日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

別表（第５条、第６条関係）

補助対象経費 補助率 上限額

１ 対象室外機の塗装に要する材料費及び ３分の１以内 対象室外機１台につき
施工費 10,000円

２ 対象室外機の撤去に要する施工費 ２分の１以内 対象室外機１台につき
15,000円

３ 鴨川河川区域から容易に見ることがで ２分の１以内 対象室外機１台につき
きない場所への対象室外機の移設に要す 15,000円
る材料費及び施工費

４ 木製（府内産木材（府内において産出 ２分の１以内 対象室外機１台につき
された木材をいう。以下同じ ）のみを 15,000円。
使用する場合を除く ）又は金属製の目。
隠しの設置に要する材料費及び施工費

５ 木製（府内産木材のみを使用する場合 10分の８以内 対象室外機１台につき
に限る ）の目隠しの設置に要する材料 30,000円。
費及び施工費

６ 対象室外機を塗装し、かつ、木製（府 10分の10以内 対象室外機１台につき
内産木材のみを使用する場合に限る ） 40,000円。
の目隠しを設置することに要する材料費
及び施工費


